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平成25年知立市議会12月定例会建設水道委員会 

 

  １．招集年月日  平成25年12月13日（金） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     明石 博門     田中  新     池田 滋彦     稲垣 達雄 

     高木千恵子     佐藤  修     久田 義章 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     建 設 部 長   塚本 昭夫      土 木 課 長   稲垣  衛 

     建 築 課 長   塩谷 興信      都 市 整 備 部 長   神谷 幹樹 

     都市整備部次長   伊藤 俊司      都 市 計 画 課 長   柘植 茂博 

     まちづくり課長   野々山 浩      都 市 開 発 課 長   加藤  達 

     上 下 水 道 部 長   鈴木 克人      水 道 課 長   國分 政道 

     下 水 道 課 長   太田 知見 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      議 事 課 長   島津 博史 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第61号 
知立市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正 

する条例 
原案可決 

     議案第62号 知立市下水道条例の一部を改正する条例              〃 

     議案第63号 知立市水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例     〃 

     議案第64号 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例           〃 

     議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予算（第５号）           〃 

     議案第67号 平成25年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）    〃 

     議案第71号 平成25年度知立市水道事業会計補正予算（第１号）         〃 

     陳情第46号 
都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第 

一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を求める陳情書 
採択 
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――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○稲垣委員長 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただ

いまから建設水道委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は８件、すなわ

ち議案第61号、議案第62号、議案第63号、議案第

64号、議案第65号、議案第67号、議案第71号、陳

情第46号です。これらの案件を逐次議題とします。 

 なお、陳情第46号につきましては、趣旨説明の

希望があります。 

 まず、この委員会の冒頭で趣旨説明を行い、陳

情の審査につきましては、本委員会に付託されま

した議案の審査が終了した後に行いますので、御

承知願います。 

 それでは、提案者の趣旨説明を行います。 

 初めに、手順を説明いたします。 

 説明者の方は、お名前をお呼びしましたら、正

面の説明席に着いていただきます。そして、趣旨

説明をしていただきます。説明の時間は５分とい

たします。説明終了後、説明に対する委員の質問

を行います。質問終了後、説明者の方は傍聴席に

移動していただきます。なお、説明及び質問の応

答の際は、説明者並びに委員は委員長が指名しま

したら、その場で立って行ってください。 

 それでは、知立団地自治会より提出されました、

陳情第46号提出者の髙笠原晴美さん、説明席にお

座りください。 

 髙笠原さん、陳情第46号の趣旨説明をお願いい

たします。 

○髙笠原晴美氏 

 皆様、おはようございます。 

 知立団地自治会が提出しました、都市再生機構

は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定

第一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を

求める陳情書に対する意見陳述をさせていただき

ます。 

 今、私たち公団住宅居住者は、暮らしと住まい

を脅かす二つの危険が差し迫っています。 

 一つは、機構は、来年４月の継続家賃値上げ実

施を表明、二つ目は、公団住宅民営化の新たな方

針が機構改革の名において年内にも閣議決定され

ようとしている、極めて緊迫した情勢にあります。 

 一つ目の機構が上げる理由は、３年ごと改定の

年に当たることと、市場家賃にすれば、１年で６

億円縮めることができるから、３年で18億円にな

るという二つであります。 

 機構の空き家は、現在８万2,700戸以上にふえ

ています。それは、家賃が市場家賃より高いから

です。また、募集家賃の平均は７万2,800円です

から、年間700億円余の減収を放置しています。

にもかかわらず、前年度は実質上、920億円の純

利益を上げ、これは家賃収入の16.7％に当たり、

再開発部門などの赤字の穴埋めに回しています。

３年間で市場家賃の開き18億円を言うのであれば、

機構は、高家賃を引き下げ、空き家を解消すべき

であります。 

 このトリックは、住宅の古さなどから見て、引

き下げるべき家賃を高いままに据え置く狙いがあ

ります。機構は、居住者が認めない家賃改定ルー

ルにこだわり、前回、前々回も値上げした住居と

団地、空き家の多い団地を今回も値上げする暴挙

に出ています。 

 前回の団地居住者アンケートでも、収入分位第

１位の375万円以下が７割、その中でも、年収251

万円以下が半分に達しています。本来なら、市営

住宅に入居したいわけですが、供給との関係から

そうもいかず、知立団地が住宅セーフティネット

の役割を担っています。 

 そして、二つ目の危険とする理由は、独立行政

法人改革の目玉に都市機構を上げ、分科会を設け、

秘密に検討を進め、11月中に改革案をまとめ、年

末には閣議決定をする予定です。そして、結論が

出た後でしか会議録の開示をしないこと、そして

稲田行革大臣は、今までの売却、削減、民営化、

提起借家契約の改革の集大成として、機構の政策

的役割、財務構造の健全化、民業補完を上げてい

ます。このことは、住まいの先行きを左右する重

大問題を当事者抜きに、秘密裏に決めていく政治

に怒りを覚えます。 
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 私たちの暮らしは、収入や年金の低下、生活用

品の値上がり、さらには消費税の増税などで一層

厳しくなります。 

 私たちは、来年４月の家賃値上げは何としても

中止し、高家賃を引き下げてほしいと、11月11日、

参議院議員会館講堂で、また12月５日、日本教育

会館一ツ橋ホールで決起集会を開き、国会、各党、

国会議員、地方議会、首長の協力を得て、政府に

対しても要請してきました。また、これまでも十

数年にわたって、歴代内閣が方針として決めなが

らも、政府文書では、必ず居住者の居住の安定と

コミュニティーの維持の必要性の文言を書き込ま

ざるを得ない状況もつくってきました。それは、

私たちは、住まいは福祉、住まいは人権という基

本を掲げ、政府の大儀なき政策と戦ってきたから

です。 

 今、私たち居住者自治会では、政府、国会へと

数多くの集会を開き、担当大臣、都市機構への行

動も実施しています。 

 知立団地には外国の人たちがたくさん住み、国

際化が進む中、ＵＲが受け入れていることは、日

本の労働力不足を補うことに貢献しているわけで

す。 

 また、団地の高齢化が進む中、若い外国の方の

力の手助けも必要です。そして、何よりも民間で

はできない高齢者優遇住宅が121戸もあることは

大変な強みで、行政ではできないことも実施して

おり、これは公共住宅だからこそできることです。 

 よって、知立団地住民と全国の公団住宅居住者

の居住の安定を守っていただきますよう、知立市

議会の皆様方には、この陳情書に賛成をしていた

だきますよう、そして国に意見書の提出をしてい

ただきますよう、心からお願いを申し上げ、陳情

書提出者を代表し、意見陳述を終わります。 

 ありがとうございました。 

○稲垣委員長 

 ありがとうございました。 

 趣旨説明が終わりました。 

 ただいまの趣旨説明に対し、質問などありまし

たら、発言をお願いします。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質問なしと認めます。 

 これで、陳情第46号の趣旨説明を終わります。 

 髙笠原さん、傍聴席にお戻りください。 

○稲垣委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

 当局の方の席の移動をお願いいたします。 

休憩 午前10時07分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前10時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、本委員会に付託されました案件を議

題としてまいります。 

 議案第61号 知立市都市計画下水道事業受益者

負担に関する条例の一部を改正する条例の件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、議案第61号ですけど、今回、目的、

税外収入のところと同じような中身でありますけ

れども、実態として、延滞されているような実態

についてちょっとお知らせをください。 

 また、そうした滞納をなさるということから、

そうした延滞金が発生している状況等をお知らせ

ください。 

○下水道課長 

 それでは、今の御質問、受益者負担金の延滞金

の実情でございます。 

 平成25年では、現在では、今８件あります。７

名の方ということで、２万1,400円の延滞金がご

ざいます。 

○佐藤委員 

 件数としては大変少ないわけですけれども、今

回、こうした提案でありますけれども、受益者負

担金に関しては、一括納付というような形では報

奨金があり、また、分納の方については年２回、

５年で10回で納めていくというような制度もある

ということであります。 
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 それで、もう一つ、私が聞きたいのは、条例の

第10条の中で減免という制度もありまして、そう

した対象者がおるのかどうか、その辺の内容につ

いてお知らせを願いたいと思います。 

○下水道課長 

 今、受益者負担金の減免については、対象とな

りますのが、国または公共団体等に供する土地、

それからあと公の生活扶助を受けている受給者、

その他に準ずる特別の事情があると認められる受

給者、こちらに対しての減免、これは100％でご

ざいます。それから、あと学校用地だとか、そう

いった公共用地と今の件です。 

○佐藤委員 

 先ほど言われた規則の第９条の第４号のほうで、

公の生活扶助、もしくはそれに準ずるものという

ような形になっていますけれども、実態としては、

公の生活、生活保護とかそういうことになろうと、

それに準ずるものというのはどういうレベルの人

たちで、そうした減免が実際に適正に行われてい

るのかどうか、その辺はどうでしょうか。これは

申請によるものでしょうか。 

○下水道課長 

 これは申請によるものでございまして、今の生

活扶助に関する件については、今のところ該当は

ございません。 

○佐藤委員 

 それで、生活保護はともかくとして、それに準

ずるものという範囲についてお知らせいただいて、

今、ないということでありますけれども、実際に

申請なわけですので、それらがしっかり、そうい

う制度があるということを知らない、ＰＲがされ

ていない等を含めてちゃんと把握をし、お知らせ

をし、申請を受けるというような形がちゃんとと

られていないと、そうした該当する方が見えても、

それができないと。特に、この点については、分

担金について100％減免という中身ですので、そ

の辺はどうでしょうか。 

○下水道課長 

 今の生活保護を受けている受給者、これに準ず

る特別の事情があると認められるということでご

ざいます。こちらについては、今の条例の中で、

そちらに準ずるということで規定しておりまして、

申請が上がった段階で、ちょっとそこら辺は判断

させてもらうことになりますけども。 

 それと、あとＰＲについては、今、特に具体的

にはやっておりませんけども、そういった補助制

度はあるということでの、これについての特にこ

とはやっておりませんけども、全体でそういった

補助制度があるという中で、広報だとかホームペ

ージの中では大きく補助制度があると、そこまで

でやっております。 

○佐藤委員 

 これは補助制度というよりも、減免制度いうこ

とでね。それで、周知をしているようなことも言

われましたけれども、実際に準ずるレベルが明確

でなければ、それをホームページで見た、もしく

は広報等で見たということでも、自分が該当する

のかなということがわからないというふうに私は

思うんですよね。せっかくそういう条例規則でう

たってあっても、それが活用されないと。活用す

ればいいというものじゃないですけれども、そう

した方たちに対して、そうした対応をしてるので

あるならば、きちっとしたガイドラインをつくっ

て、それをＰＲし、私はそれに該当するかなとい

うことがわからなければいけないというふうに私

は思いますけれども、今までそうした形でないと

いうことは、そうしたことが敬遠をされてきたん

じゃないでしょうか。私はそのように思いますけ

ども、下水道課長、どうですかね、その点は。 

○下水道課長 

 そうですね。今、佐藤委員のおっしゃるように、

ちょっとそこら辺が皆様にすみずみまで浸透して

いない部分はあるかと思います。 

○佐藤委員 

 ぜひ、その点でガイドラインを検討していただ

いて、つくっていただいて、示してほしいなとい

うふうに思うんです。今、ない状態では、条例規

則でうたっていても意味をなさないということで

ありますので、ぜひその辺は、はっきりさせても

らいたいなと思いますけども、ぜひ検討いただけ
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ますか、その点。 

○下水道課長 

 近隣等もちょっと状況を調べまして、そこら辺

は一度検討させていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 そうした延滞をされて、延滞金を課される人は、

先ほどの答弁では極めて少ないとはいうものの、

この分担金自体は１平方メートル当たり350円と

いうものの、敷地面積に応じて大変な負担になる

と。そんなことから一括で納付されて、早くつな

いでいただいて、使用料収入を上げるという点で

奨励をしながら、一方では大変だということの中

で、分割納入も設定をされていると、こういうこ

となので、そうした点では、ぜひ検討していただ

きたいと。 

 上下水道部長、ぜひその点、今、下水道課長は

検討するということを言われましたけれども、条

例規則でちゃんとうたいながら、そうしたガイド

ラインもないままにずっと来たわけですので、そ

こはしっかりとお示しを願いたいと、上下水道部

長にも答弁を求めます。 

○上下水道部長 

 今、下水道課長のほうが申し上げました部分で

すが、なかなか実態として、申請をされるという

のは少ないのかなというふうに思っています。 

 一つには、やはり分担金の支払い能力が、この

時点でもうないのかなということを思いますし、

土地を持ってみえる方も少ないのかなというふう

には思います。 

 そういった中で、どのようなことができるかと

いうものをひとつ研究させていただきまして、周

り等も参考に、下水道課長が申し上げましたとお

り、研究させていただきまして、それにこたえて

いくような形で対応できるものは対応させていた

だきます。 

○佐藤委員 

 この問題で、今、上下水道部長が、そもそも支

払い能力がないのではないかと、こういうふうに

今言われたわけですけども、結局、下水道へ接続

をするという関係の中で、一括納付できる人はオ

ーケーと、分納できる人もオーケーと。しかしな

がら、そうした人たちについては、なかなか接続

に至らないと、こういう関係にあるのではないで

しょうか。 

 そんなことを見たときに、一遍、その辺の実態

を、接続との関係でね。例えば、指定道路みたい

なところにあって、住宅が建って、そういう関係

の中で接続できないという問題とは別に、そうし

た点で負担がその人にとって多過ぎて接続ができ

ないということであるならば、そうした実態をし

っかり調べていただいて、そうした制度も活用で

きるようにして、接続率を上げていただきたいと

いうふうに思いますけど、接続率との関係で、そ

うした点はどんな認識をお持ちですか。 

○下水道課長 

 接続率は、知立市は80％は超えておりますので、

その中で、こうした方も、まず把握をせないかん

のですけども、そうした中で、そこにつなげてい

きたいというふうに考えます。 

○佐藤委員 

 そういうことですので、ぜひ速やかに、いつま

でもこれはひきずってやるべきことではないので、

接続率を上げるということも含めて、早急にそう

したガイドラインをつくっていただいて、周知を

し取り組んでほしいと、最後に言っておきます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 議案第61号について、挙手により採決します。 

 議案第61号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第61号 知立

市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の

一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 議案第62号 知立市下水道条例の一部を改正す

る条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今回、消費税が来年４月から引き上げられると。

それに対応して、条例の一部を改正するというこ

とでありますけれども、まず影響額について、ど

のようになるかお知らせください。 

○下水道課長 

 今、御質問いただきました、まず市の分で言い

ますと、平成24年度の決算による消費税が３億円

ほどございます。その中で、今の増税分ですので、

３％を掛けますと、およそ870万円ほど増税分と

なります。 

○佐藤委員 

 下水道については、平成25年度版の知立市の下

水道ということを見ますと、家事用と営業用と、

それから湯屋用、官公用というふうになっており

ますけれども、その辺はそれぞれどのような形で、

全体の伸びはともかくとして、870万円余の５％

から８％に３％上がるわけですけれども、どのよ

うな形で分解され、引き上げられるのか。家事用、

営業用、湯屋用というのは、実績的には、これを

見るとないですけれども、官公用という形になり

ますけれども、それぞれ870万円をどのような形

で分解して、負担がふえていくのか、その辺わか

りますでしょうか。 

○下水道課長 

 分類ですか。ちょっとそこまで今、資料がござ

いません。 

○佐藤委員 

 私自身は、消費税の増税、反対であります。家

庭においても、消費税の増税ばかりじゃなくて、

さまざまな、これから医療、介護を含めて負担が

ふえてくると。そこに加えて、一番の日常生活の

中で基盤になっていくような下水道だとか、それ

から水道という点ではいかがなものかなというふ

うに思うんですよ。ですから、その点では、家事

用、それから営業用、官公用、それぞれどのぐら

い負担が転嫁されるのか、そこはしっかり把握し

ておくべきものではないかなというふうに私は思

いますけども。そうじゃないと、結局の話、国の

制度が変わり、引き上げられるから、転嫁すれば

いいよという話の範囲の議論でおさまるのではな

いかと。そのことを見たときに、私は、そうした

利用されている方たちの生活実態に寄り添いなが

ら痛みを感じるという点では、やっぱりそれぞれ

の転嫁分について、どこで、どのぐらい転嫁され

ていくのかということをしっかり見ておく必要が

あるのではないかなと。 

 これは、ちょっと私も計算してくればよろしか

ったんですけれども、その辺、ちょっと後で明ら

かにできるならば、ぜひ明らかにしてほしいなと。

その辺の認識、どうでしょうか。 

○下水道課長 

 今、佐藤委員がおっしゃられる内容では、営業

用とか、家事用だとか、ちょっとそこら辺は分析

させていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 まず、一つは、市民の皆さんにおいては、さっ

き言ったような形で、消費税の増税にかかわらず、

医療や介護の負担がこれから増していくと。年金

もこの10月から引き下げが始まり、段階的にこれ

が、２％ですか、１％ですか、ちょっと忘れまし

たけど、引き下げられると。こんな状況にある市

民の生活実態があると。それと同時に、営業用と

いうことがありますけども、さまざまな営業活動

があろうかと思いますけども、知立市における中

小業者、中小企業の72％ぐらいが赤字という実態

ですよね、これは。赤字企業であったとしても、

消費税というのは、利益にかかる税金じゃないと、
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売上高にかかる税金だということから、その痛み

は大変な実態になろうかというふうに思うんです

ね。利益がなくても、消費税を1,000万円以上の

方たちは払わないかんと、1,000万円の人たちは

転嫁できないということも言われている中で払わ

ないかんと、こういう実態なんです。その上でな

おかつ、その営業活動のために使った下水道に消

費税が転嫁をされて引き上げられると、二重に踏

んだりけったりという中身だというふうに私は思

うんですよね。 

 そんなことから、私は、３％引き上げ分、消費

税を転嫁しないというわけにはいきませんので、

その分を引き下げることをもって現状を維持する

ような施策を検討すべきだったのではないかと。

そんな検討はなされましたでしょうか。 

○下水道課長 

 今、佐藤委員のおっしゃるような、使用料自体

を下げるというようなことはちょっと視野にはあ

りましたけども、そういった検討は特にはしてお

りませんけども、ただ今回、消費税改正について

は、使用料は一切改正しませんので、消費税分の

みの改正ということでありまして、使用料自体は

変えていないということで御理解いただきたいと

思います。 

○佐藤委員 

 そういう形で、私はやっぱり分解したそういう

ことを前提にしながら、もちろん会計にとっては

870万円というものは大変、吸収するという意味

でいけば、まだまだ公共下水道の布設にこれから

お金がかかるということを見れば、870万円と言

えども、大変なお金だということは私自身はわか

ります。しかしながら、そうした検討もまずして、

転嫁するかどうかということをするべきじゃない

かと。 

 それと同時に、もう一つは、低所得の方々に対

する部分だけでもそんな検討がなされてしかるべ

きだったのではないかなというふうに思いますけ

れども、この点、担当部長、今そうした検討もな

くて、国が上げるから上げるよという話で議論が

推移し、提案に至ったということですけれども、

そうした点は、消費税を上げないかんもんだから、

それはそれでわかりますけれども、そうした検討

がなされてしかるべきだったのではないかなと私

は思いますけども、そんな認識はお持ちではあり

ませんか。 

○上下水道部長 

 今、下水道課長のほうから検討せずにというと

ころも出ましたけども、内部的にはそういった話

も出して、どうしていこうかというところもあり

まして、この点においても、庁議等で図ってやっ

ておるわけなんですが、なかなか今の我々のほう

の財政力のほうも厳しいところがあるものですか

ら、そういったところでは、消費税においては、

基本料金、従量料金等はまるっきりいじっており

ません。 

 そういった中で、賦課されるというところは、

やはり国からの施策でございますので、その辺は

粛々とやっていこうというところでございます。 

 速かれ遅かれそういった形で、我々のほうから

の中で補おうとすると、そういった時期も来るわ

けでございますので、見直しをするだとか、そう

いった時期も来てしまうものですから、今回にお

いては、消費税においては転嫁させていただきた

いというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 今言ったような堂々めぐりの議論で大変恐縮で

すけども、副市長、そうした点で、確かにそうい

う国の制度が変わるということでありますけれど

も、そうした点で、市民の皆さん、中小業者を含

めた皆さんに消費税を転嫁をするという点で、心

のうちとして苦しい思いはないのかどうか、その

辺はいかがでしょうか。 

○清水副市長 

 そもそも消費税率が改定をされるということの

中での生活費への負担増ということは、これは避

けられないというところでございます。そこをど

の程度、緩和策がとれるかという佐藤委員の趣旨

だろうというふうに理解をしておるわけでござい

ますが、本会議でも申し上げましたけども、この

後にございます水道料金にいたしましても、この
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下水道料金にいたしましても、それぞれがそうい

った事業者としての納税義務を負う、そういった

事業でございますし、これをそういった形で、現

在の使用料に吸収をしたといたしましても、その

部分というのは、別の財源でもってこれを賄うと

いうことでございます。それは、回りまわれば、

それは一般会計からの補助であり、出資であり

等々、そういうことでございますので、いずれに

しても、市民の皆様のそこでの負担軽減というこ

とにつながらないのではないかなと。やはり今回

の消費税というものは、最終的に使用される皆さ

んに、その量に応じて御負担をいただくというの

が消費税の基本的な考え方でございますので、そ

ういった点で、今回、上程をさせていただいてい

るということでございます。 

 繰り返しになりますけども、今回の税率改定に

おきましては、さまざまな点で、そういう負担増

というものが市民生活の中で強いられるというこ

とは十分承知をしておりますけども、この事業に

ついての現状も御理解をいただければというふう

に思ってるところでございます。 

○佐藤委員 

 確かに、どこかで財源を捻出せないかんという

ことはありますけれどね。 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけども、

営業用、水道もありますけども、知立市は中小企

業振興基本条例を設定し、振興会議を設けておる

わけですけれども、この消費税そのものが72％に

のぼる知立市内の赤字の実態という中で、これを

やすやすと転嫁をすることがいいのかどうか、そ

ういうことも含めて政策判断をすべきじゃないか

と。例えば、営業活動をするに当たって、電気や

水だとか、下水道も含めて、基本的なところのも

のがこうした形でやすやすと、国が決めたから転

嫁をしていくということでありますけれども、政

策的な判断がそこにあっても、私はしかるべきだ

ったんじゃないかなというふうに思いますけど、

この点はどうでしょうか。 

○清水副市長 

 これに関しましても、先ほど申し上げたことと

同様のようなことでございますけども、例えば国

におかれましては、そういった消費税がアップに

おけるところの生活負担を軽減する、いわゆる支

給金ですとか、そういった施策もとられるという

ふうに承知しておりますけども、そういった意味

では、そういうレベルでの、そういういろんな事

業税等々の見直し、そういったところで議論をし

ていただくのが適切ではないのかなというふうに

思います。 

 先ほどの繰り返しになりますけども、知立市が

独自にそういう施策として行った場合でも、それ

はやはり財源をどこからそれを持ってきて、それ

を補うかということに尽きるわけでございますの

で、それは回りまわれば、またそれぞれ市民の皆

さんへの負担をお願いするということになってま

いりますので、こういった消費税の趣旨からいっ

ても、今回は御理解をいただきたいというふうに

思っているところでございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第62号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第62号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 
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 挙手多数です。したがって、議案第62号 知立

市下水道条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第63号 知立市水道事業受益者分担金徴収

条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 本会議で、下水道の負担金と、それから分担金

の違いということが議論がありまして、きょう資

料の提出がありますけれども、再度、なぜ負担金

のほうには、下水道のほうにはかからず、水道に

かかるのかと。ペーパーが出てますけれども、い

ま一度、御説明ください。 

○水道課長 

 ペーパーで資料としてお配りしたほうを見てい

ただきたいと思います。 

 右側が水道受益者分担金ということで、課税と

いうことになっております。 

 まず、用語の説明でございますが、水道受益者

分担金とは、給水区域の新規の需用者等の加入に

伴い、当該加入者から徴収するいわゆる加入金で、

これを配水管施設等に要する費用の一部に充当す

るものでございます。 

 これに課税になるという法令根拠が、２面にも

載っておりますが、消費税法基本通達第５節の役

務の提供５の５の６、注釈の１に書かれておりま

す。裏面を見ていただくとわかりますが、注釈１

のところに、公共施設の負担金等であっても、例

えば、水道施設利用権、ちょっと濃く太字になっ

ているところでございますが、設定に係る対価と

認められる場合は、その負担金等は資産の譲渡等

の対価に該当するということでございますので、

水道受益者分担金に消費税がかかるものでござい

ます。 

 また、元に戻っていただきまして、水道施設利

用権とはどういったものかということになります

と、これは法人税法施行令第13条の第８項のレに、

水道事業者に対し水道施設を設けるために要する

費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受

ける権利であります。そのため、水道受益者分担

金には、施設を利用して水の供給を受ける権利が

発生しますので、譲渡の対価に該当するというこ

とで、消費税が課税されるものでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。それは課税されるということで

あります。 

 それで、この水道25年度版を見てみますと、ま

ず聞きたいんですけども、要するに、メーターを

設置をするわけですよね、本管から引いてメータ

ーを設置すると。そのメーターについては貸与と

いう形で条例で決まり、故意でない限りは、壊れ

た場合は市が交換をするというような形になって

おりますよね。その分の、今ここで言われた分に

ついては、ここで説明があった分については、別

にその部分についての負担をお願いするというよ

うなことではないわけですけども、その辺との関

係はどうなるんでしょうか。 

○水道課長 

 受益者分担金の趣旨は、配水管の施設等に要す

る費用に充当するものでございますので、当然の

ことながら、メーターの貸与の分についても入る

のかなと考えます。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけども、

この平成25年度版の16ページを見ますと、受益者

分担金加入金調べという表がありまして、ここに

13ミリから100ミリまでの分担金の額が載ってい

るんですけども、例えば昭和40年ですと、13ミリ

から75ミリは１万8,000円というような形ですよ

ね。それから、昭和51年はこのような形、ずっと

載っているわけですけれども、それぞれ金額の変

遷、ほとんど平成４年からは現在と同額というよ

うな形で載っていますけども、これはそれぞれの

13ミリ、20ミリという形で載っていますけども、

この金額の根拠はどのような形で設定されるのか

なというふうに思うんですけども、どうでしょう

か。 

○水道課長 

 13ミリを設定した昭和51年６月１日の５万
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8,000円と、20ミリ、14万円を設定した根拠です

ね、ちょっと今、持ち合わせてございません。 

○佐藤委員 

 要するに、今回の消費税の引き上げは、この金

額に対してかかるものですよね。そうすると、こ

の金額の変遷があったり、変わらずそのまま来た

りするわけですけれども、工事費の一部を負担し

てもらうと。その際、分担金というものはそうい

うもので、それが加入金と、水道を給水してもら

う権利が発生するという根拠のところの工事費の

一部の負担という形になっていて、13ミリでいけ

ば５万6,000円余、20ミリでいけば13万5,000円余

というふうに形になっているわけで、それは工事

費の一部ということですから、管をつけたり、ど

この部分が、メーターそのものも含まれるという

ことを言われましたけども、引くための資器材の

原価もあるだろうし、それに水道業者を通じて工

事をするという工賃やそういうことの上乗せもあ

って、それぞれ設定されているんだろうと思うん

ですけれども、根拠はどうなっているかわからな

いということですけれども、そこのところはやっ

ぱりはっきりさせた上で、今回の３％の課税がさ

れると。これがさらに安くなるものであるならば、

３％上乗せをしたとしても、３％分安くなるなら

ば、実態として、平行移動で済むということも考

えられるので、その辺の根拠を明らかにしてほし

いなというふうに私は思ったんですけど。そこの

ところがわからないままに、ただ単にこれを上乗

せをするということがどうなんだろうということ

が検証されないわけですよね、はっきり言えば。

だから、私はそのことを聞いているんです。 

 上下水道部長、これはどうですかね。今、水道

課長はちょっと根拠がわからないと言われました

が。 

○上下水道部長 

 この辺も、どのように定められたのかというも

のを私も検証していないものですから、ちょっと

お時間をいただいて、お答えできるようにしたい

と思います。 

○佐藤委員 

 加入金で権利が発生するとはいうものの、この

辺のところは権利が発生をし、その後、水道を使

い、その後の水道料金にも料金収入が上がってい

くという、ある意味、一時的な中身だなというふ

うに私は思うと、あえて消費税は課税せないかん

かもしれんけれども、法的にはね。だけど、それ

は増税分について、その分、引き下げる等をする

ならば、現在のままでもいいんじゃないのという

理屈も成り立つわけですよね。 

 そんなことから、私、聞きましたけど、わから

ないということですので。ただ、私は、消費税そ

のものには反対という立場でありますので、そこ

ら辺はぜひしてほしいと。 

 ここで、先ほど言ったような形で、加入者、権

利が発生するわけですから、今まで知立市にお住

まいじゃなかった、知立市に住んでいても、実家

から出て、また別の家にアパートなりに入って、

そのときに水道を引けば、そうした権利を買わな

ければ水を給水してもらうことができないという、

こういう関係で、一時的なものであるにしても、

そういうことだということですので、私は、消費

税そのものはいかがなものかなと、こんなことか

ら思いますけれども。 

 その辺の調整もできたのではないかというふう

に、今の答弁ではわからないということですので、

議論が生煮えにならざるを得ないなというふうに

思います。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 
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 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第63号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第63号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第63号 知立

市水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第64号 知立市水道事業給水条例の一部を

改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 下水道も水道も一括でやれば、やれたわけです

けども、これについてもちょっと影響額、３％上

がって、どれだけ消費税がかかるのか。その辺、

ちょっとお知らせください。 

○水道課長 

 平成24年度の決算書が、給水収益が10億5,000

万円強ございます。これから計算いたしますと、

５％から８％に上がりますので、３％を掛けます

と、3,170万円弱の増額になります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、先ほど下水道と一緒ですけれども、多

くの場合、13ミリから20ミリ、25ミリ、ずっとあ

るわけですけども、一般的な世帯については、13

ミリ及び20ミリということになろうと思いますけ

れども、そうした口径ごとの、大変恐縮ですけれ

ども、3,100万円が今まで使っていた水量、基本

料金があって、従量料金があるわけですけども、

そうした試算はないですかね、分類はされてませ

んよね。 

○水道課長 

 13ミリとか20ミリの全体はございませんけれど、

使用料に対して、どれだけ消費税が上がるかとい

うのは計算しておりますので、お話ししたいかと

思います。 

 特に、一般の消費者としましては、パイ13ミリ

と20ミリがほとんどでございますので、２カ月の

使用料で幾ら消費税が上がるかというのをちょっ

と御説明したいと思います。 

 まず、20立方メートルでございますが、２カ月

相当増税分は73円でございます。これはパイ13ミ

リでございます。１年間に相当しますと、438円

の負担になります。 

 それから、パイ20ミリの場合は、２カ月増税分

は122円でございます。１年分増税分は732円にな

ります。 

 この考え方は、基本料金と従量料金を足したも

のに３％を掛けたものでございます。 

 続きまして、30立方メートルの場合につきまし

ては、パイ13ミリの場合は、２カ月で102円の増

税になりまして、１年間で612円、20ミリの場合

は、２カ月相当分で151円、１年分で906円でござ

います。 

○佐藤委員 

 細かい話はともかくとして、生活をする上で水

は欠かせないわけですよね。先ほど副市長はやむ

を得ないと、こういうことが言われましたけれど

も、私自身は、消費税に対する考え方はいろいろ

あろうかというふうに思いますけれども、今現在、

消費税を引き上げて、税と社会保障の一体改革と

いうようなことが言われておりますけれども、し

かし、プログラム法案が可決をされました。それ

を見ますと、個々の問題も私、一般質問させても

らったわけですけども、社会保障の充実というよ

うな形ではなくて、どんどん大型の事業や法人税

減税というような流れにシフトが大きくされてい

るもの実態で、きょうの中日新聞を見れば、税制

大綱が、税のことが報道されておりましたけれど

も、企業に負担が軽く、一般庶民には重いという

一面で載ってたわけですよね。それを見ますと、

消費税を上げたからといって、社会保障が充実さ

れるということはないわけで、多くの消費税増税
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に対しては、そうした懸念を踏まえて、増税反対

という世論が多いわけですけれども、今、今回こ

うした提案をなされておりますけれども、消費税

そのものについて異議ありという声を、消費税が

必要だということを認識をされているかもしれま

せんけれども、今この段階で４月に８％、そして

次年度の10月に10％上げるというようなことにつ

いて、世論もそうですし、市民の命、健康を預か

る市として、これをどんどん上げていくことを仕

方ないといって、これをしていくことが妥当なの

かどうかを含めて、私は、国に対しても異議あり

という声を、今この段階でどうなんだということ

を含めて、声を上げたりすることは検討されたり

はないんですかね。その辺はどうでしょうか。 

 消費税に、仮に賛成だという、社会保障の財源

が必要だと考えても、今この段階でどうなんだと。

多くの世論を見れば、異議ありという声のほうが

多数を占めてる中で、どうなんだということにな

ろうかというふうに思うんですよ。ぜひ私は、そ

ういうことも、来年の４月、この８％、次年度

10％になります。これは、ちょっと市民にとって

は大変なことじゃないですか。そうした立場で異

議ありの声をぜひ私は上げてほしいというふうに

思いますけれども、副市長並びに市長、どうでし

ょうか。 

○清水副市長 

 消費税の改定につきましては、国の消費税法

等々の改定ということでございます。このきっか

けは、やはり社会保障等々のそういう問題、国の

全体的なそういう枠組みの中で検討され、今日に

至ってるというふうに理解をしております。 

 きょうの新聞のいろんな、来年度に向けての税

制改正のいろんな大綱、これも斜め読みですけど

も、目を通す段階では、さまざまなそういう景気

対策等々も含めた、いろんな視点での改正、改革、

また市民生活においても、先ほども申し上げまし

たけども、いわゆる消費税が改定される、そうい

ったことでの負担を低所得者に対するそういう負

担軽減の問題、それを補うためのいろんな財源確

保の問題等々も含めて、国のほうがそういう全体

的な形で検討されている中身だというふうに理解

しておりますので、消費税を私の立場といいます

か、この段階で消費税の改定を中止するとか、改

定を見送るというようなことに関しては、これは

私は、今後の将来を見れば、必要なことだという

ふうに考えているところでございます。 

○林市長 

 私からもちょっと発言をさせていただきます。 

 昨日、市民福祉委員会がございました。佐藤委

員が今、税と社会保障の一体改革の中で、消費税

を議論されたということをおっしゃられましたの

で、昨日の議論をちょっと申し上げると、ヨーロ

ッパは少子化対策として非常に効果を出している、

いろんな施策をやりながら効果が出ている、そん

な例を出しながら、日本、知立市もどうだという

議論がありました。 

 ヨーロッパは、ちなみにフランスですと、消費

税が20％近くあるわけでございます。非常に高い

消費税を取りながら、子育て環境を充実させてき

ている。その例も一つあるわけでありますけれど

も、消費税を上げること、確かに短期的に言えば、

誰もが税が上がっていく、品物を買うときに上が

るわけでありまして、賛成か、反対かといったら、

やめてほしいなというのが短期的と申しますか、

普通の消費者の考え方であろうというふうに思い

ますけれども、持続可能な社会保障をやっていく

にはどうしたらいいか、そういう設計を立てる、

ビジョンを立てたときに、私も、もう本当に全体

像がなかなか見えないわけでありますので、どう

だこうだというのは言えないわけでありますけれ

ども、もう今、国がそういう方向で進んでいくと

いうことでありますので、そうした中では、私ど

もはできる限りそうした中で市民の身近な行政体

であります我々自治体としては、少しでもそうし

たことが市民の皆様方に本当に大きな弊害と申し

ますか、悪い形にならないように気をつけながら

行政運営をしていく、そんなことが大事なことか

なと思っております。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 
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休憩 午前11時01分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前11時09分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○下水道課長 

 先ほどの佐藤委員の質問の内容で、生活保護の

減免について、該当がございませんと申し上げま

したが、１件ございました。これは、土地を所有

されておって、その後に生活保護の関係になった

時点で、そういうことが発生したということでご

ざいます。 

 それから、生活保護者の減免についてのＰＲに

ついてでございますが、受益者負担金の申告書と

一緒に、私ども、ＰＲといいますか、受益者負担

金のあらましという文書を一緒にお渡ししており

まして、そこの中にそういった減免の対象という

のが全部書いてございますので、そちらでわかる

かと思います。 

 それから、あと平成24年度の先ほどの消費税の

870万円、この内訳の中、これがわかりまして、

まず家事については720万円、営業については130

万円、官公庁については20万円、合わせまして

870万円というものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○佐藤委員 

 副市長並びに市長は、消費税についてはそうい

うスタンスだということはわかりました。しかし

ながら、こと水ですので、私たちの日常生活を支

える命の水ということでありますので、そうした

点で、私は、本会議で中島議員が基本料金の分に

ついて、転嫁分についてはその部分を安くし、そ

して据え置くというような形をとれないかという

質問がありましたけれども、私は、そうした措置

を、いい答弁は、本会議場の答弁はないわけで、

転嫁させてもらいますということであろうかと思

いますけれども、しかし、そこのところも、先ほ

どのお話を聞けば、十分な検討もなかったわけで、

全体に水だけじゃなくて、その他のものも全部消

費税が課税されると、社会保障等の負担もふえる

という中で、一つの政策的判断として、国は国で

やられるわけですけども、そうしたこともないま

まに８％に上げると。さらに10％のときも、同じ

論理でこれを展開するようなことはあってはいけ

ないのではないかと、強くそこのところだけ申し

上げておきたいなというふうに思います。 

 ですから、今回、そうした点でありますけれど

も、連続して負担増になるわけですので、そうし

た検討も含めて、低所得者やそうした対策をしっ

かり求めておきたいなというふうに思います。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高木委員 

 一つだけ質問させていただきます。 

 今のところで、実際の話なんですけれども、平

成26年４月１日から施行するというふうになって

おりますけれども、実際、我々市民のほうが支払

うお金というのは、いつからが変わってくるのと

いうか。代表者会議で説明があったというんです

けれども、もう一度、説明してください。 

○水道課長 

 今からちょっと代表者会議でお配りした資料を

お渡ししたいかと思いますので、それをもって説

明したいかと思いますが、よろしいでしょうか。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前11時14分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前11時15分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○水道課長 

 それでは、裏のほうの図が描いたほうで説明さ

せていただきたいかと思います。 

 検針期間ごとの税率の違いということで、①、

②、③、④と分かれておりますので、①から説明

させていただきたいかと思います。 

 ①の１月の検針日から３月の検針日までの期間

ということでございますので、これは水道料金が

確定される日が４月１日の施行日前でございます



 

- 14 - 

ので、旧税率５％のままでございます。 

 続きまして②、２月の検針日から４月の検針日

までの期間は、経過措置により施行日から平成26

年４月30日までの間に料金の支払いを受ける権利

の確定されるものに係る料金については、従前の

例によりということでございますので、旧税率の

５％でございます。 

 ③につきましては、４月の検針日から６月の検

針日まででございますので、これは当然のことな

がら、条例の施行日の４月１日以降に４月検針が

ありますので、新税率の８％になります。 

 続きまして、④の３月の検針から５月の検針日

までの期間ということで、基準日４月30日を超え

る場合につきましては、一番下の表を見ていただ

くと、経過措置、式ですけれど、④の場合を当て

はめるとというところの式でございます。経過措

置の対象となる部分が旧税率イコール施行日以後、

初めて支払いを受ける権利を確定する料金に掛け

る分母が３月検針日から５月検針日、上が３月検

針日から４月30日まで、ここが上が２カ月でござ

いますので、知立市水道部としましては、３月検

針日と５月検針日がイコールになるように検針を

していきたいと思っております。期間による変動

としては、２カ月になるように検針をさせていた

だきまして、５月の検針日も旧税率５％のままの

料金のほうに転嫁していきたいかと考えておりま

す。 

 以上です。 

○高木委員 

 とても難しいと思うんですけれども。 

 検針日なんですけれども、②の表のように、４

月の検針日になっていますけども、４月中に検針

を終えていただければ、５％で済むよということ

でしょうか。 

○水道課長 

 高木委員のおっしゃるとおりでございます。 

○高木委員 

 このように検針日のほうは合わせいただくと、

市民の方も大丈夫だよという統一ができると思い

ます。 

 それで、一つ質問というか、13ミリと20ミリな

んですけれども、これで料金が年間通すと変わっ

てくるんですけれども、例えば私のところは人数

が少なくなったから、今20ミリだけれども、13ミ

リに変えてくれんかねと、これは無料ですか、そ

れかお金が発生するんでしょうか。 

○水道課長 

 今、御質問の20ミリを13ミリに変更したいとい

う事例はちょっとありまして、今現況が、メータ

ーのところに20ミリがついておりますので、その

20ミリを13ミリになるような施工をしていただく

ような申請を出していただくことになります。た

だし、今、受益者分担金が20ミリを払っていただ

いておりまして、13ミリに変更しますと、その差

額分を返すという減免措置はございませんので、

将来、また13ミリから20ミリに口径を上げる必要

があった場合に、その差額が発生いたしますので、

どちらがよろしいのか、工事費もかかりますし、

その辺のお金がかかりますので、将来を見越した

検討をお願いしますということを使用者の方にお

話ししております。 

 以上です。 

○高木委員 

 もう一回質問ですが、工事費がかかるというこ

とは、工事費に関しては個人持ちということにな

りますでしょうか。 

○水道課長 

 はい、御指摘のとおりでございます。申請者の

御都合で20ミリから13ミリに給水装置を変更され

ますので、当然、その費用につきましては個人負

担となります。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 
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 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第64号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第64号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第64号 知立

市水道事業給水条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○明石委員 

 １点だけお伺いします。 

 ８款３項３目、43ページ、排水路改修事業の、

これは代表者会議でもいろいろと詳しく説明をい

ただきましたので、事故の内容は聞いております。

それに至った直接のまず原因、それから、これの

対策内容をお示し願います。 

○土木課長 

 この件につきましては、代表者会で事故報告さ

せていただきました。その関連でございます。 

 事故の直接の原因につきましては、名鉄軌道敷

の下に排水管が走っておるわけですけど、その排

水管の老朽化による損傷ということで、軌道敷が

陥没をしたという、そういった事故でございます。 

 補正予算の内容につきましては、その陥没した

排水路についてどのような改良を加えるかという

ことで、排水路改修計画を委託させていただきま

した。既存の線路の横断、損傷管の改良と、それ

から衣浦豊田線より東にもう一つ、土地改良排水

路で線路を横断している排水路があります。衣浦

豊田線より100メートルぐらい東に行った位置で

ございます。その土地改良排水路も活用できない

かということで、横断ルートをどうするかという

検討をしました。そうした内容の中で、施工と、

それから維持管理の難易度、それから経済性だと

か集水面積、そういったところをそれぞれの排水

路の通水量、そういったものを考慮いたしまして、

緊急時に対策しました線路横断、損傷した部分の

中の排水管でございますけど、そこに150ミリの

塩ビ管を２本通しております。通しました緊急排

水路と、それから土地改良の排水路へ流す、排水

する新規バイパス排水路、そういった２ルートで

対応していこうという、そういう排水処理計画を

いたしました。 

 新規のバイパス排水路の概要としましては、損

傷管から東の土地改良排水路まで名鉄三河線沿い

に市道に排水管を埋設するものでございます。 

 工事内容としましては、管渠工、コンクリート

ヒューム管でございます。これを管形500ミリの

管渠工を延長約170メートル、そういったのと、

人孔４基、集水枡１基、そういったものを設置し

て、排水路改修工事費としておりまして、2,500

万円の補正をお願いするものでございます。 

○明石委員 

 ありがとうございます。 

 まず、１点目なんですが、この老朽化による陥

没が起きたということなんですけども、これは起

こるべくして起こったということだと思うんです

が、これはその前に何か、長寿命化か何かの点検

なり何かをして、これが2,500万円ほどかけなく

ても、これよりか少額の対策で長くもたせること

ができたとか、そういうことは考えられなかった

でしょうか。 

○土木課長 

 排水管の点検等でございますけど、そういった

ものについて、一応、面整備がされている、土地

改良だとか区画整理をされているところの横断に

ついては、その事業に合わせて改良がされている

というところなんですけど、ちょっと面整備以外

のところの横断化について、把握も今現在してい

る最中というところで、なかなかこれを見つける
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ことができなかったわけですけど、名鉄がたまた

ま常時パトロールをやっている中で、陥没を発見

したというところでございます。 

 長寿命化ということなんですけど、完全に破損

しちゃっているということで、ある程度の修復で

長寿命化を図るということができるような管では

なくて、完全に老朽化して、経年劣化で損傷して

いるという、耐用年数が過ぎた管だということで

ございます。 

○明石委員 

 わかりました。 

 それで、対策なんですが、工事内容としてコン

クリートのヒューム管を埋設したとかいうことな

んですが、この工事業者について説明をお願いし

ます。 

○土木課長 

 工事の内容につきましては、破損した管に、常

時、水が流れておるものですから、緊急対策とし

ては、450メートルの陶管の中に150ミリの塩ビ管

を、２本並列で陶管が入っていましたので、それ

ぞれの管に150ミリの塩ビ管を通してまして、こ

れもちょっとかなり無理をして通したわけですけ

ど、その陶管と塩ビ管の空隙の部分にモルタルを

注入したという、それも名鉄に常時立ち会ってい

ただいた中で、工事のヤードもちょっと取れなか

ったもんで、少しずつ塩ビ管を、１メートルずつ

押していったわけですけど、そういった特殊な工

事ということもありまして、名鉄の軌道下で沈下

のおそれも点検しながら施工するということで、

名鉄の指定業者ですかね、そういったところへ名

鉄のほうが発注したわけですけど、株式会社矢作

建設でございます。 

○明石委員 

 それで、心配をしておるのが名鉄の、いわゆる

お抱え業者ということになるんでしょうかね、矢

作建設。知立市の指定業者ではできないというこ

とだと思うんですけども、こういうことになりま

すと、どちらかというと、矢作建設１社の独占と

いうような格好になって、適正な価格が保障され

ているかどうかちょっと心配するんですが、その

辺はいかがな認識でしょうか。 

○土木課長 

 適正な価格というところですけど、とにかく緊

急ということで、すぐに対応しなきゃ、また続い

て陥没のおそれがあるということで、緊急に対応

していただいたということなんですけど、名鉄が

随意契約によって矢作建設に発注したということ

になります。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○久田委員 

 参考までに一、二点、勉強のためにお教えくだ

さい。 

 補正予算書の21ページで、今回、利子及び配当

金というところで、財調だとか、減債基金だとか、

株式配当だとか、子供施設、学校施設等、いろい

ろ利子のほうの補正が組まれておるわけですけれ

ども、総合公園整備事業基金利子22万6,000円と

いうのが増額されておるんですが、増額の理由と

いうのは、利率の変更とか、そういうようなもの

でしょうか。そこら辺をちょっとお教え願いたい

んですが。 

○都市計画課長 

 基金の利子に係る補正額の理由でございますが、

当初、元金が１億5,264万3,000円に対しまして、

利率が0.25％で当初予算は計上させていただきま

した。しかし、実質、0.398％に正式な利率が決

定しましたので、その利子額が60万7,519円でご

ざいます。その当初予算との差額、当初予算で38

万2,000円で計上させていただきました差額分に

つきまして、22万6,000円という形で、今回、補

正の増額という形で上げさせていただきました。 

 以上です。 

○久田委員 

 そうすると、当初は38万2,000円で計上してお

ったと。利率が、今お聞きすると、当初0.25％で

試算しておったのが、0.398％で利率が上がった

ということで、22万6,000円、余分に入ったとい

うことやね。そうすると、利子60万8,000円とい

うものが、恐らく基金のまた積み上げていくと思
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うんですが、今、整備基金というんですかね、こ

こら辺の残高は、これで幾らぐらいになりますか。 

○都市計画課長 

 基金の残高でございますが、今回の補正分をプ

ラスしてあげますと、１億5,325万518円になる計

算でございます。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 それと、次のページで、ちょっと私、よくわか

らんのですが、雑入のところの地域スポーツ施設

整備助成金、これというのは公園の関係なのか、

あるいは教育庶務課の関係なのか、そこら辺がち

ょっとわかったら教えてください。 

○都市計画課長 

 地域スポーツ施設整備助成金でございます。 

 これは、一般的にスポーツ振興くじの助成金

totoでございまして、今回、私どもの都市計画課

のほうが御林の防球ネットを設置するために助成

金として申請し、交付を受ける助成金でございま

す。 

○久田委員 

 そうすると、これはスポーツ振興基金totoから

の助成金というふうに理解してよろしいですね。 

 それで、私、今までスポーツ振興基金totoとい

うのは、知立南小学校区には総合型地域スポーツ

文化クラブというのがあるんだけど、これは教育

部のほうの管轄なんですけど、今、地域スポーツ

施設整備基金というのが御林公園のほうで防球ネ

ットで使えるということで、私は今までずっと教

育部のほうしか使えなかったのかなというふうに

理解しておったんですが、こういうような関係で、

まだ候補が上げられるだとか、今後こういうこと

を研究していこうというような、そういう公園と

いうのは今、知立市の中にありますか。そこら辺

をお教えください。 

○都市計画課長 

 スポーツ振興くじの助成金の中で、地域スポー

ツ施設整備助成という内容で、今回、受けさせて

いただいております。これは、スポーツ施設等の

整備に要する費用を助成していただけるという内

容のものでございます。 

 今、久田議員が言われましたように、この地域

スポーツ振興くじの助成の中には、ほかに地方公

共団体スポーツ活動助成と、スポーツクラブとか、

そういったものに対する助成という形の支援もご

ざいます。ですけど、今、私どもがやらせていた

だいているのは、そういったハード面に対する整

備に対する助成金という形で、地域スポーツ施設

等の整備助成という形で受けさせていただいてお

ります。 

 それと、ほかにこういった公園施設に対してこ

れが受けられるかということでございますが、実

際、このスポーツ振興くじというものは、読んで

字のごとく、スポーツの振興という形になります。

ですから、一般的な都市公園という中ででは、

totoのスポーツ振興くじの助成を受けることはで

きません。 

 今回、御林公園につきましては、知立市内、球

技ができるグランド等が少ないということでござ

いまして、御林公園、草刈公園、昭和６号公園が

球技ができる広場を有する公園として、貸出公園

という形で指定させていただいております。 

 そういった中で、今回、御林公園の広場に関し

て、totoのほうでスポーツ施設という形で認めた

いただいたということで、今回助成を受けており

ますので、一般的なほかの公園施設に対する助成

については、この振興くじは該当になりません。 

 以上でございます。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 もう１点だけ。 

 本会議でも、池田滋彦議員が若干質疑してみえ

ましたけども、45ページの公園パトロール事業と

いうことで、実は、私は新林なんですけど、新林

には東新切公園だとか、立野公園だとか、茶野ふ

れあい広場ということで、三つの大きい公園があ

るんですけど、茶野ふれあい広場に関しましては、

10月中に水飲み場だとかトイレ、あるいは歩道を

整備していただいて、地域の皆さんに本当に喜ん

でいただいておるということで、この場をおかり
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して、とりあえず感謝を申し上げる次第なんです

けど。東新切公園においてはトイレも改装してい

ただいて、使い勝手をよくしていただいたんです

が、ちょいちょいあそこに、いたずらで砂なんか

が埋められておるんですけど、そういういたずら

みたいな事例というのは、今どのぐらいあります

か。特に、公園のトイレのいたずらというのは、

月だとか、年間だとか、何かそういうような状況

を把握してみえたら、若干お教えください。 

○都市計画課長 

 公園のいたずらに関しての御質問でございます。 

 実際のところ、まだ正確な数字は私どもも集計

はしておりませんけども、私なりの集計でござい

ますが、今年度11月末までに、公園パトロールと

市民の方からの通報等がございましたいたずらの

件数といたしましては、49件ございます。そのう

ち、トイレに関してだけというのは、ちょっと私

どものほうも、後でお時間をいただいて確認させ

ていただきますけども、全体的な数字だけを御説

明させていただきます。 

 49件のうち、施設の破損、トイレの窓ガラス、

回転灯、そういった破損に関しては17件ございま

した。また、放火に近いような火遊びなんでござ

いますが、トイレ内でトイレットペーパーを燃や

したり、新聞、雑誌を持ち込んで火をつけたりと、

そういったことが８件ございました。その他、公

園施設内の器具の盗難ですね、これは主に水飲み

場の蛇口ですとか、そういったものでございます

が、そういったものの盗難が７件、その他、施設

への落書き、それとトイレットペーパーを外して

公園内にまき散らしたりとか、そういった行為が

17件ございました。そのうち、今年度11月末に悪

質ないたずらということで、６件につきましては、

警察のほうに被害届を出させていただいておりま

す。 

 済みません、トイレに関しては、ちょっとお時

間をいただいた後、集計して、また御報告させて

いただきます。 

○久田委員 

 最後に質問を閉じたいんですけど、結局、いた

ずらが多いということで、いたずらがないように

するには、パトロールしかないのかな、あるいは

マナーしかないのかなと思うんですけど、あえて

最後の質問として、そこら辺で何か公園係として

対策だとか、今後こうしていきたいというような

考え方があったら、御披瀝をお聞きしまして、質

問を終わります。 

○都市計画課長 

 対策といたしましては、現在のところは、やは

りマナーに関する問題でございますので、啓発看

板にとどまっているのが現状でございます。ただ、

やはり市民の皆様に公園の実態、こういういたず

らがあるということをやはりちょっと知っていた

だくためには、今後、広報とかホームページを利

用いたしまして、市民の方に実態を理解していた

だき、また、地元で管理してる公園ということか

ら、地元のほうでもいろんな対策を講じていただ

けるようなことができればというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今の地域スポーツ施設の助成金と、今回、今、

久田委員がお聞きになりましたけど、御林公園の

防球ネットに対応するものだということはわかり

ました。 

 それで、減額補正という形ですよね。その辺の

関係はちょっとお知らせをお願いします。 

○都市計画課長 

 このtotoの助成対象の範囲でございますが、要

望額に対して３分の２以内という形になっており

ます。 

 今回、私どものほうで当初申請させていただき

ましたのが、1,230万円の事業費でございます。

それに対して、助成率３分の２を掛けまして、

820万円が当初予算で計上させていただいた額で

ございます。ただし、先ほど言いましたように、

これを３分の２以内ということで、満額つけば

820万円なんですけども、今回の確定の助成額が
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要望に対して約70％の範囲でしかつかなかったと

いうことで、246万3,000円が不足したということ

でございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 そこで、もう一つお聞きしたいんですけども、

43ページのところ、委託料ということで、都市計

画費、花園八橋線整備事業という形で、今回520

万円余が減額という形になっています。そのうち、

不動産鑑定委託料については、当初予算について

全部減額というような形になっていますけども、

この辺はどういう状況ですか。 

○都市計画課長 

 委託料、花園八橋線の整備事業に対する減額補

正の説明でございます。 

 減額の理由が、計画にかかわることでございま

すので、少しお時間をいただいて、ちょっと長く

なるかもしれませんけども、説明させていただき

ます。 

 この花園八橋線は、八橋町地内に、場所でいい

ますと、八橋町の文化広場の東側に当たりますが、

ちょっとこんな図面で申しわけございません。八

橋町の文化広場がございまして、その調整区域の

中、こちらの中に豊田市路線と安城知立線の計画

路線がございます。それを結ぶ路線として、花園

八橋線というものを計画させていただいておりま

す。 

 この花園八橋線は、現計画では、こういった形

で八橋里線が一部施工されておりますが、それと

安城市道が接続されるところに接続されるという

路線でございます。ただし、現計画では、八橋里

線、それと花園八橋線、それぞれが、ここに明治

用水緑道というものがございますが、明治用水緑

道をそれぞれ１本ずつ個別に横断するような計画

を立てています。ただ、個別に横断するというこ

とで、ここの花園八橋線と八橋里線は割と距離が

短い、間隔が短いということで、この緑道に対し

て安全対策が必要ということが言われております。

安全対策といいますのは、緑道部分に歩道橋ない

し地下道を設置して、その緑道の動線を確保しな

ければいけないという、そういうお話が出ており

ます。そういたしますと、安全対策だけに相当な

費用がかかることになります。 

 また、八橋里線、これは平成14年度に都市計画

決定をされているんですけども、八橋里線、補助

整備をやった中を土地に対して斜めに横断すると

いう形で、不成形な形が残って、地権者の方に不

利益を与えてしまうと。そういったこともござい

まして、一度、これを何とか安城市との接続部を

もう少し線形を変えることによって、この八橋里

線と花園八橋線を知立市内で接続して、明治用水

緑道の横断は１本、安全対策を１本で対応しよう

と。それと、先ほど言いました、土地の地権者の

方が不利益をこうむらないような、そういった線

形に見直しができないかということで、安城市と

昨年度、一応、協議に入りました。それで、今年

度、安城市がこの接続部分に関しまして、安城市

でもう１本、実はここに構想路線、南に伸びる、

国道１号線に伸びる構想路線がございまして、そ

れも踏まえて、一度検証していただけるというこ

とで、平成25年度において、安城市のほうで、こ

の周辺道路もあわせた形で交通量解析の検証をし

ていただいております。 

 私どもは、この交通量解析、安城市のほうの結

論を待った段階において、今年度、委託業務とし

て上げさせていただいた部分について発注する予

定でございましたが、安城市のほうの検討が若干

おくれているということから、今年度予定させて

いただいておりました用地測量と不動産鑑定委託

でございますが、この二つに関しては、３月末ま

でにはちょっと時間がなくてできないということ

から、今年度は、当初予定させていただいており

ます予備設計と路線測量、この２委託にとどまら

させていただきまして、用地測量、不動産鑑定は

次年度に送らさせていただくという、そういった

ことから、今回529万円を減額させていただくも

のでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、明治用水と、それをまたぐという

ことで、今の線形だと、安城市を結んで、川を渡
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って、豊田地内に結ぶということでありますけれ

ども、今、それだと安城里線が明治用水側道に沿

ってきて、渡ってというような中身になるという

ことで、２カ所がどこになるのか、ちょっとイメ

ージがすっとわきませんけども。そうすると、こ

れについて歩道及び地下道を設置をするというよ

うな形になりますけれども、そうすると、今の御

説明だと、１点確認ですけど、１カ所は知立地内

のところで明治用水をまたぐんですよね。もう１

カ所は安城地内ということになるわけですか。ど

うなんでしょうか。 

○都市計画課長 

 このまたぐ路線は、両方とも知立市内の土地、

市域でございます。それを１本にするという形で

ございます。 

○佐藤委員 

 それで、この計画は平成25年から平成29年とい

う形で事業計画が立てられておりますよね。総事

業費が５億2,000万円というような形で、大変な

お金がかかると。国庫が約２億円弱、それから地

方債が２億6,000万円弱、一般会計が7,000万円弱

というような形でかかるわけですけども、これを

２本でいくということになると、今までは総事業

費の中に、そうしたものは想定はされていなかっ

たですよね、今の話でいくと。地下道もしくは横

断歩道橋をつくらないかんと。１本の場合と２本

の場合がありますけれども、それぞれこれはどの

ぐらいの費用がかかるものなのか、どうなんでし

ょうか。 

○都市計画課長 

 申しわけございません。そこは、まだ検証はし

ておりません。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、総事業費が歩道橋という形と

地下道という形、どちらかということですけれど

も、穴を掘るほうが多分高いというふうに私は思

いますけれども、いずれにしても、一般的に歩道

橋をつくったり、地下道をつくるのに、市内でも

ありますよね。これは、一般的にはどのぐらいの

費用がかかるんですか。 

○都市計画課長 

 申しわけございません。まだちょっとそこまで

把握しておりません。 

○佐藤委員 

 それで、知立地内を通るということになると、

これは知立市負担と。もちろん財源構成はそれぞ

れありますけれども、財源の内訳はありますけれ

ども、知立市負担と、こういう理解でよろしいで

すか。 

○都市計画課長 

 知立市の市道という形に最終的になってきます

ので、知立市で全て負担して施工するという形に

なります。 

○佐藤委員 

 平成25年から平成29年という形でやるわけです

けれども。それで、もう一つ聞きたいんですけど

も、文化広場の東側ということですけども、今、

市民農園がありますよね。あそこのところは、そ

こにかかるのか、かからないのか、その辺を含め

て、かかるならば、市民農園はどうなっていくの

か、その辺はどうでしょうか。 

○都市計画課長 

 現計画では、市民農園の東側にございます水路

がありまして、それをセンターとして、16メート

ルの幅員ですから、８メートルずつという形の計

画になっております。したがいまして、市民農園

のほうにも一部かかる形にはなりますが、現在、

実際どれだけの面積が残るとかに関しては、今回

の予備設計をやってからでないと、ちょっと正確

な答えはできませんので、御了承ください。 

○佐藤委員 

 そうすると、今わかっていることは、費用負担

の増が発生すると。安城市とうまく調整がいって、

１本しか明治用水をまたがなくてもいいというこ

とになれば、２本よりも安くつくと。いずれにし

ても、100万円、200万円という話ではなくて、そ

れなりの、地下道にしても、横断歩道橋にしても

かかるものだろうというふうに思うわけです。 

 それで、この事業ですね、今現在、もちろん豊

田市のほうの花園八橋線ですので、豊田地内の花



 

- 21 - 

園の旧部落のところ、吉原にかけて、連帯して住

宅が続いているわけですけれども、それを避ける

ようにして道路がつくられると。デンソーの里工

場、それからトヨタ車体の工場、あの大きい道路

がありますけれども、いずれにしても、あれにす

りつける計画で、この道路が進んでいるというふ

うに思いますけれども、それでよろしいですか。 

○都市計画課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおり、今、豊田地区で

進めております花園のほうの区画整理、この街路

は区画整理ではなく、街路事業として進めている

事業でございますが、そういった形で、旧部落を

避けた形で北進して上がっていくという路線でご

ざいます。 

○稲垣委員長 

 ここで午後１時まで休憩とします。 

休憩 午前11時58分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後12時57分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○水道課長 

 先ほどの受益者分担金の算定の根拠について、

簡単に御説明させていただきたいかと思います。 

 既設の水道施設を利用することに伴う費用と、

新規利用者の増加に伴う水道施設の整備費及び維

持更新等の必要な経費を対象経費としております。 

 それで、昭和51年以前は、現行分担金は分岐口

径に関係なく一律徴収としておりまして、１万

8,000円でございました。昭和51年以降、限りあ

る水資源の節約の観点から、個々の利用者につい

ても給水管の口径に応じた負担が妥当であるとい

う考え方にのっとり、口径別に賦課を変えておる

ということでございます。 

 以上です。 

○都市計画課長 

 先ほどの久田議員からのいたずらに関する件で

ございます。 

 トイレへのいたずら件数でございますが、全体

49件のうち、トイレへのいたずらは28件でござい

ます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 確認だけさせてください。 

 歩道橋、地下道、歩道ですよね、これは。あく

までも明治用水を利用される通行者のための施設

をつくるということですか。 

○都市計画課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおり、歩行者の優先の

ための歩道橋ないし地下道でございます。 

○佐藤委員 

 金額はちょっとわからないということでしたけ

れども、おおむねどれぐらいなのかということで

すけど、一般的にあちらこちらに設置をされてい

るわけでありまして、それは休憩時間中に調べて

もらえましたでしょうか。 

○都市計画課長 

 実際ちょっと調べてはみたんですけど、なかな

か出てこなかったものですから、担当の者及び土

木課の職員の者とか、そういった者に聞いただけ

の話で申しわけございませんけども、歩道橋に関

しては、6,000万円ぐらいは最低でもかかるので

はないかというふうに聞いております。 

○佐藤委員 

 6,000万円、これが正確な数字ではないにして

も、およそ、その前後かかると、地下道だともっ

とかかるということになろうかというふうに思い

ますけれども。 

 それで、あの道路が計画されて、近年、これが

施工に向けて準備をされてきたわけですけれども、

交通量として、新たな道路をつくれば、利用され

る方も多いかもしれませんけれども、明治用水の

緑道に関していうと、そう人がどんどん散歩して

いるという状況ではございません。１時間に何人

通るかなというような程度のものであります。た

とえそれが１人であったとしても、安全確保を図

るという点では、それはつくるという観点からす

れば必要なことかもしれませんけれども、この道

路そのものの目的は、どういう目的でつくられる

のかなと。 
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 最近は、確かに都市計画決定をされて、都市計

画道路として計画を大分以前にされたかもしれま

せんけれども、今日時点でそうした道路をどんど

ん整備していくことがふさわしいかどうかという

ことは、立ちどまって検証はされたことはなかっ

たですかね、これは。例えば今、八橋里線ができ

て、里線までなら安城のところまでずっと行くわ

けだから、それをちょっと迂回すれば、豊田方面

に行けるわけですよね。それをあえて、そうした

道路を知立区間をつくり、橋をかけ、橋をつくる

にしても、半分知立市が負担するんですよね。そ

の費用も、ここの中の総費用の中には入っている

と思いますけれども、立ちどまってこれは検討は

なかったんですか、どんどん進めるということに

なっていますけれども。 

○都市計画課長 

 この花園八橋線でございますが、八橋地区、地

域の道路といたしまして、幹線道路といたしまし

て、現在、三河八橋駅に抜ける道がございます。

ただし、豊田の花園の区画整理において、三河八

橋に今抜けている道路が通り抜けができなくなる

ということから、今回の花園八橋線がそれにかわ

る代替の道路というふうに考えております。 

○佐藤委員 

 よくその辺の関係はわかりませんけれども、い

ずれにしても代替の、花園の中を区画整理をやら

れて、今通られている道路が通れなくなるという

ことですけども、ちょっと私、それ以上のことは

聞いた範囲しかわかりませんけれども。一般的に

考えると、こういう御時世になって、見直すべき

ところは見直すことが必要じゃないかと。新たに

また費用負担がここに来て発生するというような

ことを考えると、どうなんだろうかなということ

を私自身は思うわけです。 

 それで、そうした点では、確かに都市計画課長

の言われるような事態が発生するのかもしれませ

んけれども、そういうことを含めて、そうしたこ

とが検討されなかったんですか。例えば、八橋里

線がずっとつながっていけば、それで大体迂回が

できると。今の旧国道を通らなくてもいいという

環境になって、そこの部分においては利便性が向

上するわけなので、あえてそこのところを通らな

ければだめだというふうに、私はならないような

気がしますけどね。そんな検討は大体、だから必

要なんだということだけの話で、検討はなされな

かったんですか。 

○都市計画課長 

 この都市計画決定、平成14年度に行われておる

わけでございますが、当時、八橋里線と同時期で

決定させていただいております。この八橋里線も

将来的には、駒場牛田線に接続されるような道路

計画でございます。そういった意味では、道路ネ

ットワークを考慮した形の中で、この花園八橋線、

これは豊田市と安城市を結ぶ幹線道路、また八橋

地区の地区住民の方にとっても利便性の高い道路

という位置づけのもとで、都市計画決定されたと

いうふうに認識しております。 

○佐藤委員 

 当時はそういうことでありましたけれども、こ

れから愛知県はともかくとして、人口が縮小して

いく時代に、一時的にそこの部分で利便性が高ま

るということはあるにしても、長期的に見たら、

そうした道路も人口が減少していくということを

考えると、本当に将来的に、一時的な需要はそこ

で発生するかもしれないですけれども、いいのか

ということをやっぱり見る必要もあるのではない

かと。やがて牛田駒場線につなぐと言うけれども、

八橋の道路の中で牛田駒場線については、30年た

っても見通しが立たんという議論をしてきている

わけですよ。30年たったら、人口はどうなってい

くかということを見たときに、そういうことも検

討に入れないかんのじゃないですか。30年で本当

にできるかどうかもわからないわけですよね。だ

から、議会の中からは、牛田駒場線、確かに大流

のところまで、それで大流から先をこの前やって、

衣豊線に接続しましたけれども、その先のところ

は、先から牛田駒場線のところは全然見通しが立

たん、30年なのか、40年なのかわからんという話

の中でこの道路も位置づけられておるわけだけど

も、そのぐらい先のスパンの話になると、そうい
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うことも考慮に入れて見直しをするというのが、

一般的な考え方やそういうことがあっても、私は

いいのではないかなというふうに思います。その

辺は、今は確かに必要だという認識かもしれんけ

れども、将来人口を見たときに、知立市はがっと

は下がらないにしていも、だけど全国的にはあと

50年たって、2100年ぐらいには人口が8,000万人

とか言われてるわけですよ。半減も近いような中

で、日本が移民政策とれば別だよ。移民政策をと

って、外国人をどんどん労働力として入れれば、

人口や労働力維持は図れるかもしれんけれども、

今の少子化の現状の中では、そうしたスパンで見

ると、人口がどんどん減っていくというときに、

そうしたインフラ整備をして、人口が減って、税

収が減ったもとで、そういうものを、公共下水道

にしても、そうした大型道路にしても、維持をし

ていかないかんということを考えたときに、近視

眼的に見るのではなくて、そういう視点で検討す

ることも私は必要かなというふうに思いますけれ

ども。 

 都市整備部長ね、私はそう考えるわけですけれ

ども、皆さんは進める側だから、これはやらない

かんということですけれども、そんなことを考え

ませんか。20年か30年の間、それをいいものだと

いうことで利用することがあっても、将来的に見

るとどうなのかなと。私はそんなことも考えるん

ですけど、どうでしょう。 

○都市整備部長 

 今、都市計画道路の将来的な必要性というとこ

ろの御指摘を伺ったわけですけれども、まず都市

計画に位置づけております幹線道路でございます

が、いわゆる車の交通、そういった機能、もちろ

んこれは幹線としての車の円滑に流すという、そ

ういう役割はあるわけですが、やっぱり都市の骨

格をやはり形成する軸でございます。 

 また、ライフライン等、また防災上の観点から

も、やはり一定の地域の中には、都市計画的に見

れば、幹線道路の配置というのがそのまちづくり

の中、そこで暮らす皆さんにとって必要な施設で

あるという位置づけでございます。 

 一般的には、おおむね１平方キロメートル、１

キロ四方の中に、その外郭に４キロメートルやは

り道路がなければいけない、幹線道路がなければ

いけないという、そんなことも言われております。

特に１号線から北の地域につきましては、それが

多分、半分ぐらい、いわゆる４キロメートルの半

分、２キロメートルに達するか達しないかの今、

計画時点もそういうことでございますし、整備は

もっと低い状況になっています。という中で、や

はり１号線から北側の地域について、今現状、不

足している幹線道路の整備というのは、やはりこ

れは進めていかなきゃならないと。 

 御指摘のとおり、計画がされていて、なかなか

事業が進んでいないという、そういった部分を私

も危惧はしておりますが、やはりこれは全体計画

があって、初めて道路全体のネットが生きておる

わけでございますので、そういう中で、やはりそ

のときの財政状況、地域の状況、そういったとこ

ろの中で事業化を図っていくということでござい

まして、今回、八橋里線、花園八橋線、こういっ

た部分の幹線道路について、区画整理事業や、ま

た豊田市、安城市との連携という中で事業化をさ

せていただいておりますけども、今後についても、

やはり一番北部地域で欠けている部分については、

駒場牛田線、こちらの道路が一番軸になってまい

りますので、こういったところに本来は視点を置

いて、進めていかなきゃいけないわけですが、た

だ、全体のやはり道路整備の中で、順番という中

で整備を今させていただいておりますので、道路

の必要性という部分を考えますと、私どもとして

は推進をしていきたいと。 

 また、１点、将来的、50年先、100年先の視点

という今、御指摘もございますが、道路自体の機

能が変わっていくということはございませんので、

より住環境の、すぐれた環境を今はつくってくと

いうことが私は大切じゃないのかなと思っていま

す。 

○佐藤委員 

 都市整備部長の考え方はそういうことだろうと

いうふうに思いますけども、私はさっき言ったよ
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うな点だと。 

 そこで、もう一つお聞きしたいんですけれども、

これは16メートルから20メートルというようなこ

とで計画をされていますけど、およそのところ、

どんな道路形状になっていくのか。３メートルの

歩道を左右にとって、２車線というような道路か

なというようなことも思いますけども、その辺は

どんな道路形状になるんですか。 

○都市計画課長 

 道路形態でございますが、佐藤委員のおっしゃ

るとおり、２車線道路で、両側の歩道という形の

形態でございます。 

○佐藤委員 

 それで、これが平成25年度から平成29年度とい

うことですけども、今回、そうした形で測量の委

託料だとか、それぞれ出て、執行されたものもあ

りますけれども、これはどんなスケジュールの中

で、どんな段階を踏んで道路が築造されていくの

か。年度ごとの計画はもう既にあると思いますけ

れども、その辺はどうなっていますか。 

○都市計画課長 

 今後の予定でございますが、佐藤委員のおっし

ゃるとおり、現在、この花園八橋線の事業期間、

平成25年から平成29年というふうになっておりま

す。これは、社会資本の整備計画の作成上、平成

25年から平成29年という中で事業を進めるという

形で、５カ年という形で上げさせていただいてお

ります。しかし、今後、５年間で５億円という形

で考えますと、年間１億という予算が必要になる

ということから、なかなか財政的にも厳しい状況

下でございます。そういった意味では、工事をあ

る程度、今の資本の平成29年度までにやれる区間

と、それ以降の区間で若干段階的に整備を進める

必要があるのではないかというふうに判断してお

りまして、まだこれは正式ではございません。今、

私どもの案として考えているのは、平成33年ごろ

までを目途に完了したいというふうに考えており

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、３年間延伸はできないかと。財政

的な負担も、そこでならしていくわけですけれど

も、そんな考えだと。これについては、社会資本

整備交付金という事業の中で国費をいただき、ま

た地方債が認められてやられる事業だというふう

に思いますけれども、これが平成29年ということ

ですけど、さらにこれは３年間延伸すると、それ

も対象で、十分財源的な保障がされて進んでいく

んでしょうか。 

○都市計画課長 

 今の社会資本、平成25年から平成29年まで、こ

れは平成29年度で一応、社会資本の八橋整備周辺

地区の整備計画は終了いたします。ですから、新

たにまた整備計画を作成した中で、社会資本の交

付金を受けて進めていくという考えでございます。 

○佐藤委員 

 そのときの交付割合がどうなっていくか、これ

は現状のままで交付率が変わらないのか、国の動

向によっては変わる可能性もなきにしもあらずだ

と。そういう点で、現状のままならいいですけれ

ども、減らされるということになれば、市の負担

はふえるという形になりますよね。さらに、歩道

橋が6,000万円でプラスになって、およそ５億

2,000万円ということを言っていますけれども、

６億円に近いところにいってしまうのではないか

ということも懸念されますけども、その辺の見通

しは、見通しといっても、国の交付率が変われば

負担がふえるわけなので、市の持ち出しが。そん

なことも考えられると思いますけれども、いかが

ですか。 

○都市計画課長 

 社会資本整備総合交付金に関しましては、佐藤

委員のおっしゃるとおり、何年継続されるかわか

らない形で、将来的には、一括交付金という話も

一時は出ておりました。ただし、道路改良という

形で進めさせていただくわけでございますけども、

そういった道路改良に関しましては、旧の特会事

業、道路特会というような流れの中からでも補助

金がもらえあるような補助制度にはなってると思

いますので、補助金の確保については、私は大丈

夫かというふうに考えております。 
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○佐藤委員 

 わかりました、これについてはね。 

 ただ、私は、さっき言ったような点で、本当に

今現在、道路ネットワークということで見れば、

ないよりはいいわけですけども、本当に今の時点

で必要かなということを見ると、甚だ疑問だなと

いうことだけは述べておきたいというふうに思い

ます。 

 それから、次に、45ページですけれども、ここ

の中の都市開発費の区画整理本工事費が2,500万

円余減額をされています。これ、若干の説明があ

りましたけれども、これについて御説明ください。 

○都市開発課長 

 この補正額、金額が2,500万円余の中身でござ

いますが、三つの工事をカウントしております。 

 一つが、つけかえ排水路築造工事でございます。

これは改善でございます。その内容でございます

が、工事を進めていくに当たりまして、現道を廃

止いたします。その現道についている側溝を引き

回す必要がございますので、つけかえ排水路を築

造する予定でございましたが、新たな計画道路を

つくる時期と重なりまして、架設の排水路をつく

る必要がなくなりましたので減額するものです。

これが1,330万円でございます。 

 次、架設のつけかえ側道築造工事、これも改善

でございます。内容でございますが、駅前の換地

に移る方がいらっしゃいます。しかしながら、移

転することには同意しておりますが、移転先でど

ういった建築計画をつくるかということが非常に

難しい問題でして、現在、権利者の方が試行錯誤

していらっしゃいます。ということで、本年度の

契約ができなくなりました。したがって、その換

地先に移った際には、南北線に接する宝町線です

けれども、南北線全体ができておりませんので、

移設した際には、仮の道路が必要になるというこ

とでございます。この金額175万円を減額いたし

ます。 

 もう一つが整地工事でございます。これにつき

ましては、移転をお願いしておりましたけれども、

不調に終わりましたので、その方が移転できない

ということで、底地の整地ができないことになり

ました。これが1,000万円、合計2,505万円を削減

するものでございます。 

○佐藤委員 

 それぞれわかりましたけれども、たしか説明で

は、本来の計画でいくと、３軒ですかね、換地先

に移る予定だったんだけれども、仮換地のね、そ

れが今言ったようなことで、移設できないという、

それに伴ってそれぞれつけかえの仮の排水路だと

か、仮の道路だとか、それが要らなくなったよと

いう話で、これは将来、例えばこの話が進んでい

けば、３軒の方が移られないということですか。

どうなんでしょうか。 

○都市開発課長 

 最初に申し上げました、つけかえ排水路の築造

工事、これは移転の話とは別でございます。 

 架設のつけかえ側道と整地工事が物件移転に関

連するものでございます。 

 つけかえ側道については、駅前の方が１軒、整

地工事については２軒の方の影響でございます。 

○佐藤委員 

 あわせて３軒ですけれども、１軒の方が、例え

ば移設ができないために、あとの２軒の方につい

てもできないと、こういう関係にあるのかどうか、

その辺はどうですか。 

○都市開発課長 

 駅前の方は単独でございまして、ほかに影響は

ございません。 

 残る２軒、それぞれの方ですが、それぞれの箇

所で移転先に影響はありません。その方が動かな

いことで、底地に換地を受ける方に影響はありま

せん。 

○佐藤委員 

 ということは、１軒の方が、駅前のほうに移る

方が、今、仮換地指定を受けているものの、移転

ができないよと。したがって、その方の底地が２

軒の方の仮換地指定されているところだよという

ことで、１軒の方が移らないために、２軒の方は

移ることができないと、そういう関係ですかね。

もう一遍確認します。 
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○都市開発課長 

 確かに駅前の２軒の方は、その方が移転されな

いと、底地を使う方、別の方ですけれども、その

方たちは移転ができないということでございます。 

○佐藤委員 

 それで、その方が仮換地指定を受けて駅前に移

っていくわけですけども、なぜ移転すること自体

には、その方は反対していないと先ほども言われ

ましたけれども、この時点でなぜこの方は移るこ

とができないということになってるんでしょうか。 

○都市開発課長 

 最初の南北線に接する方ですけれども、先ほど

も申し上げましたが、移転先にどういった建物を

建てるかということで非常に今計画中でございま

して、それがまとまらないと、契約に合意してい

ただけないということでございます。ただ、交渉

は続けておりまして、感触はいいものであります。 

○佐藤委員 

 どういうものを建てるかということも一つ聞い

ていますけども、私が、正確かどうかはわかりま

せんけれども、今だと移転する方が新しい建物を

仮換地されたところに建てますよということにな

りますけれども、そうすると、おのずと今住んで

いるところを、あと２軒の方の底地になっている

わけだから、この方の家を壊さないかんと。そう

すると、新しい家ができるまでに、仮に住む住ま

いが必要になるわけですよね。今、宝町荘とかあ

りますけれども、この方は、都市整備部長が言わ

れたように、どういう家を建てるかという問題も

あろうかというふうに思いますけれども、新しい

家ができるまで住むところの問題がちょっと市と

折り合いがつかないというようなことも聞いてい

ますけれども、そうじゃないですか。それはどう

いう中身でしょうか。 

○都市開発課長 

 先ほど３軒の方がといったお話をしました。２

軒の方は、おっしゃるように、まず駅前の１軒に

つきましては、換地先はもう既に確保はできてい

ます。その方は、仮住居は問題ありません。残る

２軒の方は、仮住居に住んでいただければすんな

りいくわけですけれども、やはり自分がどかない

と、自分の土地も使えないということがあります

ので、その辺が今、交渉中ということです。仮住

居が必要になりますが、それを受け入れていただ

けるかどうかということを、今、交渉しておりま

す。 

○佐藤委員 

 仮住居の問題で、例えば今、仮の住居といって、

宝町荘というのがありますよね、平家の二棟の長

屋があります。そのほかにも、区画整理に伴って、

この仮の住居のほかにマンションだとか、別の借

家だとか、そういう御希望をされる方たちへの手

当はなされていますか。 

○都市開発課長 

 そうです。宝町荘以外に市中の賃貸物件を借り

ております。合計６戸を使っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この方も新しくどういう住宅を建

てるかということはともかくとして、今のこの方

の仮住居は、どんなものを希望されているんです

か。 

○都市開発課長 

 私どもが用意しておりますのは、主に３ＤＫの

ものがございまして、１人の方は５人家族ですの

で、３ＤＫでは不足する、御希望は一軒家という

ことですが、地域も指定されていますので、なか

なか難しいものがあります。今、その点で交渉し

ているところでございます。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、そこのところの合意がどうな

っていくかわかりませんけれども、一般的な小さ

い子供がおって、４人家族だとか、３ＤＫぐらい

で十分かもしれませんけれども、この方の場合は

５人家族で、それなりに大きな成人した家族ばか

りであると。家族構成によりますけども、プライ

バシーやその他も含めて、３ＤＫでは十分じゃな

いというようなことに話がなっているわけですけ

れども、市としては、あくまでも３ＤＫと。私は、

どちらがいいかということは別ですけれど、話の

中で３ＤＫで合意すれば、それでいいわけですけ
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れども、この方が移転をしないと、早く移転をし

たいというあとの２軒の方がなかなか気をもんで

おられるというのも実態だと聞いていますけれど

も、その辺で市はどんな見通しで、話を落ちつけ

て、来年度、そうした流れで話の中で工事が施工

されていくのかどうか、その辺はどうですか。 

○都市開発課長 

 私どもの提案としましては、仮住居を２戸お貸

ししていいということも話しておりますし、今は

御希望どおり戸建てのものを探して提案をしてい

きたいと思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、戸建てのものも、今まではなかな

か戸建てということはなかったかもしれませんけ

れども、戸建てならば、その方の希望の意に沿う

ような方向で決着すると、こういうことでよろし

いですか。 

○都市開発課長 

 おっしゃっていますのは、仮住居だけのことで

はございませんので、一つのきっかけにはなるか

もしれません。 

○佐藤委員 

 あとの２軒の方たちも大変気をもんでいる話な

ので、円満に話が進むような、そんな中身でお願

いしたいなというふうに思います。 

 それと、もう一つ、積立金が土地売払収入とい

うことで2,984万9,000円と、これを積み立ててい

くわけですけれども、この辺の関係をちょっとだ

けお知らせください。 

○都市開発課長 

 今回、売り払いました物件でございますが、宝

１丁目17番２というところでございます。皆様、

御承知かもしれませんが、黄色い建物で、カボチ

ャというお好み焼屋なんですが、その南側の土地

でございます。 

 面積が230.5平方メートル、８月22日に契約を

させていただきました。 

 売りました方ですが、区画整理内で連立の仮側

道にかかる方に関連する方でございます。 

○佐藤委員 

 前もこういう議論はありましたけども、結局そ

ういう形で、現金預金で持っている部分と、それ

から土地で持っている部分、区画整理が、連立が

完了しないと処分できない土地もあるということ

ですけど、今は処分できる土地は当初どれぐらい

あって、今日はどれぐらいのものになってるのか、

その辺はどうでしょうか。 

○都市開発課長 

 後日、すぐに売れる土地がございまして、１軒

建ちましたので、残り４軒でございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○高木委員 

 一つ質問させていただきます。 

 47ページ、改良住宅管理費なんですけれども、

これは、お聞きしましたところ、国のほうの予算

で面整備が昭和60年時分に行われて、市のほうが

今こうやって修繕料を支払ってみえるということ

をお聞きしました。これは何軒分でしたでしょう

か。 

○建築課長 

 これは、私の記憶では、昭和60年から昭和62年

の３年間で、30戸の改良住宅を建設いたしました。 

○高木委員 

 当時からしまして、だんだんと耐震とかという

ことがいろいろ言われているんですけれども、今

は、この住宅に関しては、そういう心配はありま

せんでしょうか。 

○建築課長 

 改良住宅のほうの構造は、簡易耐火構造という

ことで、プレキャストコンクリート造、俗にいい

ますＰＣ造ということで、プレキャストのパネル

を組み立てたものということで、鉄筋コンクリー

ト並みの耐用年数はあるということで、知立市の

ほうでやっている保全計画の中でも80年耐用とい

うことで計画はしております。公営住宅法でいい

ますと、45年の耐用年数ということであります。 

○高木委員 

 現在は、今回は修繕料というふうになっており

ますけれども、老朽化というか、今、80年ですよ
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というお話だったんですけれども、しかし45年で

見直さなければならないということで解釈してよ

ろしいんでしょうか。 

○建築課長 

 ある程度の劣化はありますので、そのときに、

これからさらにもつのかどうかということの検証

は必要だと思いますが、どこの市も聞きますと、

そういう保全計画の中では、60年とか、80年とか、

そういうことでやっているということであります

ので、かなり強いということは思っております。 

○高木委員 

 今後ですけれども、この改良住宅に関しまして

は、まだこれからというか、もう少し大きな事業

というか、金額になってきますと、国のほうから

の補助というのは現在もあるのでしょうか。 

○建築課長 

 現在、もう改良住宅はでき上がって、当時の事

業の方が住んでいるということですので、今は、

改良住宅に関しては維持をしておるだけでござい

ますので、補助をもらえるというものの正確では

ございません。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第65号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第65号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第65号 平成

25年度知立市一般会計補正予算（第５号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第67号 平成25年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 ちょっとお聞かせを、95ページを見ていただき

たいんですけども、ここに企業会計移行事務委託

料という形で1,050万円、これが当初も同じ額で、

皆減かというふうに思いますけれども、この辺は

どういうことでしょうか。 

○下水道課長 

 今の御質問でございますが、企業会計移行事務

については、平成24年、平成25年度と当初予算に

試算の調査、評価委託業務を計上してまいりまし

た。しかしながら、法改正に関する国の動向が、

確認したところ、いまだにまだちょっと不透明な

部分がありましたので、今回も減額をさせていた

だくというものでございます。 

○佐藤委員 

 前も少し議論がありましたけれども、下水道の

公営企業への移行という点の前提条件はどういう

中身でしたかね。これは、それぞれ公営企業に移

行することが可能とする法律かな。全部のところ

が対象ではないということで、知立市は、70％ぐ

らいになったらやろうかというようなことも言わ

れてましたけれども、そういうことでよろしいで

すか。 

 それで、国のほうは、この点での動向が不明確

と。どうなってくか、結局わからんよという話で

すよね、これは。そんな中で、予算をつけたけど

も、執行しなかったと、こういうことですね。 

○下水道課長 

 そうですね。今、佐藤委員のおっしゃられるよ

うに、まだ現在、国のほうの動向が不透明であり

ますので、今回も減額ということでございます。 
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○佐藤委員 

 そういうことで、公営企業法に移ることが必ず

しも加入者にとっていいかどうかというのは言え

ないというふうに私は思いますけれども。 

 もう一つだけお知らせください。 

 下水道建設費のところで、公共下水道の築造工

事費が増となり、水道管移設補償金が当初7,300

万円だったものが、これが3,400万円という形で、

大幅にふえていると。当然、下水道布設をすれば、

水道管とバッティングするようなところは、それ

の補償をしていかないかんということがあります

けれども、当初見込んだよりも工事が進んだため

に、そういう補償がふえたのか、工事は従来どお

りだけれども、実態として水道管がより多く張り

めぐらされてなったのか、その辺だけ。 

○下水道課長 

 今の御質問でございます。 

 水道移設補償金については、当初予算のほうで、

昨年並みの予算を計上しておりました。 

 今のおっしゃる理由でございますけども、長篠

地区におきまして、一部、水道工事の実施設計を

詳細に実施しましたところ、路線延長に対する市

町延長というものをちょっと私どもが見込み違い

をしておりまして、その分がちょっと変更になっ

たことと、それから昨年と比べまして、雨水整備

のほうがちょっと昨年よりも減りまして、汚水の

面整備のほうがふえたということで、その２点で

変更が生じたということで、そういった内容でご

ざいます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第67号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第67号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第67号 平成

25年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第71号 平成25年度知立市水道事業会計補

正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第71号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第71号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第71号 平成

25年度知立市水道事業会計補正予算（第１号）の
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件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

休憩 午後１時42分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後１時44分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 陳情第46号 都市再生機構は継続家賃値上げを

中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策

の確立を求める意見書提出を求める陳情書の件を

議題とします。 

 御意見などありましたら、発言をお願いいたし

ます。 

○田中新委員 

 それでは、陳情第46号につきまして、採択の立

場で意見を述べさせていただきます。 

 現在、都市再生機構が保有しております全国の

賃貸住宅のストックは、都市圏、近畿圏、中部圏

で76万戸を有し、当市では、昭和41年以降、知立

団地において1,950戸の賃貸居住住宅を保有いた

しております。 

 建設当時におきましては、駅より遠隔地ではあ

りましたが、交通手段の整備により、時代を先取

りする羨望の団地でありました。 

 入所以降、50年の経過推移により、現在の居住

者は高齢者の夫婦、高齢者のひとり暮らし、外国

人世帯の増加など、建設当時のイメージとさま変

わりしているのが現状でございます。 

 現在の知立団地居住者の構成比率は、65歳以上

の高齢者が40％弱、外国人比率が60％弱と推移し、

入居者当初の構成比率とは格段の差を呈しており

ます。 

 住宅セーフティネット法で定められた公的賃貸

住宅の観点からすれば、居住者の居住に対する安

定の確保、公共住宅を持続させることは必要不可

欠であると思慮いたします。同様に、低所得者、

高齢者の住宅問題は、社会保障問題と同様に取り

組む必要があると思います。 

 よって、陳情の趣旨であります居住者の居住の

安定を求める陳情に関し、採択でお願いをいたし

ます。 

 以上です。 

○明石委員 

 陳情第46号について、意見を述べさせていただ

きます。 

 独立行政法人都市再生機構、いわゆるＵＲの賃

貸住宅は、住宅セーフティネット法で公的賃貸住

宅に位置づけられています。このことを前提にし

ますと、少子高齢化の進展に対応した住宅セーフ

ティネットを構築すべきで、居住者の安全に十分

配慮した上で、管理費などの徹底した経費削減や

適正な家賃設定、団地の再編促進に取り組み、賃

貸住宅事業の収益を向上させ、ＵＲが抱える有利

子負債の解消などを進めるべきで、本陳情に同感

です。 

 よって、採択でお願いします。 

○久田委員 

 陳情第46号は、同様の趣旨の陳情者が過去に出

されており、採択されておるところであります。 

 朝の陳情者の陳情陳述も理解できるし、家賃値

上げというものは住みにくくなるということから、

この陳情は採択でお願いします。 

○佐藤委員 

 この陳情を採択してほしいわけですけれども、

当市には知立団地がございますけれども、その多

くが高齢者と外国人ということであります。その

特徴は、低所得を特徴としているわけですね。 

 そんな中で、今日、家賃を上げていくというこ

とになりますと、とりわけ外国人が多いと、不安

定雇用の中でそうした実態を顧みず、値上げをど

んどん進めていくという点については、問題があ

るなというふうに私は思っております。 

 それと同時に、ＵＲの住宅政策の中で、いわゆ

る知立団地みたいな団地ではなくて、都心の中に

高層の住宅をいっぱいつくっております。しかし

ながら、この高層住宅は近傍の、いわゆる民間の

マンション等と同様の家賃設定、そんなことから

空き家が大変目立って、この部門がＵＲ自体に赤

字の最たる状況をつくり出しているのがここです。
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しかしながら、知立団地等を含めた住宅について

は、黒字部門になっているのが実態であります。

これは、周知の事実であります。 

 先ほどさまざまな観点から採択の意見が述べら

れましたけれども、今現在、ＵＲの財政的基盤を

支えているのは、知立団地等を含めた従前の住宅

であります。ですから、そうした点を見ずして、

これを不採択にして、家賃を上げることを含めて

再構築すべきだという論は、ちょっと現実とは離

れてるのではないかと私は思います。 

 何よりも、当市には1,950世帯、6,000人近い方

たちがここに住居を構えている。そうした知立市

民の立場から見れば、連帯をし、そうした者に家

賃値上げを図るようなことをどんどん進めるとい

うことはどうなのかというふうに思います。 

 したがって、陳情者が述べているような来年の

値上げを中止することや公家賃を改めて、空き家

解消をして収益率を上げること、そういうことで

もって収益性を高めて、家賃値上げをしないよう

なこと、赤字体質を解消すること、そういうこと

も必要ではないかと。そもそも住宅公団と言われ、

国の関与が強かった国の住宅政策のもとでつくら

れてきた住宅であります。しかしながら、そうし

た民営化の中で、圧力の中で、現在の二転、三転

して、今ＵＲの都市再生機構に今なっているとい

う国の住宅政策そのものが今日の問題を引き起こ

しているという点であります。 

 そのような点を含めて、私は、居住されている

人々、とりわけ知立団地に住んでいる人々の生活

の安定のために、これは採択するものと思います。 

 以上でございます。 

○稲垣委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 議案第46号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第46号 都市

再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居

住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見

書提出を求める陳情書の件は、採択すべきものと

決定しました。 

 ただいま陳情が採択されたのに伴い、意見書の

案文について御協議願います。 

 陳情第46号 都市再生機構は継続家賃値上げを

中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策

の確立を求める意見書提出を求める陳情書の原書

案文につきましては、添付されている案文でよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 提出先につきましては、添付されている案でよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 意見書の議案については、提出者は副委員長、

賛成者は委員長、副議長を除く賛成委員とし、最

終日に議員提出議案として上程します。 

 以上で本委員会に付託されました案件の審査は

終了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で建設水道委員会を閉会します。御苦労さ

までございました。 

午後１時53分閉会 

――――――――――――――――――― 
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